
★育児休業中のときは？★ 

 
（ケース） 
・被保険者（パートでない）が育児休業中のとき 
 

 
（算定基礎届の記入） 

 
（説明） 
・ 育児休業中の場合は、育児休業を取得する直前の標準報酬月額である「㋔従前の標準報

酬月額」を「㋞決定後の標準報酬月額」とします。 
 
・ 「㋛平均」＝「220,000 円」と記入してください。 
 
・ 「㋞決定後の標準報酬月額」＝220 千円（18 等級） 
 
・ 被保険者がパートの場合は、4 月の報酬月額で「㋞決定後の標準報酬月額」を決定しま

す。詳しくは、「各月とも支払基礎日数が 17 日未満のときは？」をご参照ください。 

基本給 通勤手当 残業手当 合計

4月 (16) 130,000 5,000 0 -

5月 (0) 0 0 0 -

6月 (0) 0 0 0 -

総額 0

平均額 ※220,000

（　）は支払基礎日数
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